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１. はじめに 

 国民すべてが生活の豊かさを実感できる社会の実現に向けて、快適な生活環境づくりが望まれている。そ

のひとつとして、汚水処理施設の未普及地域の解消が急務となっている。 

 そのため、効率的かつ適正な整備手法の選定にあたっては、人口減少等の社会情勢が大きく変化している

ことを前提として、汚水処理施設の耐用年数が長期に渡ることを踏まえる必要がある。各種汚水処理施設の

有する特性などを考慮し、経済比較を基本としつつ、効果的かつ適正な汚水処理施設の整備手法を開発する

ために、現行の手法を整理し理解することを研修の目的とした。 

 

２．都道府県構想とその策定マニュアル 

「都道府県構想」とは効率的な汚水処理施設の整備を推進するための構想であり、都道府県が市町村の意

見を反映した上で策定するものである。平成 10 年に全ての都道府県において策定されたが、社会情勢の変化

を踏まえて幾度か見直しが進められている。この策定作業をより一層効率的かつ適正に進めるため、国は「持

続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想マニュアル」（以下、策定マニュアルと呼ぶ）を平成 26

年に取りまとめた。 

はじめに、この策定マニュアルを入手しその概要を理解した。そのあと、現場に適用した報告書の提供を

受け、これを参照して策定マニュアルと対比しながら更に理解を深めて検討を進めた。 

 

３．下水道整備手法の選定 

 汚水処理施設の整備手法として大きく分けて、複数戸からの汚水を管渠で集めて処理する「集合処理」と

個々の発生源ごとに（敷地内で）処理し、その処理水を放流する「個別処理」の２つがある。これらの整備

手法の妥当性を以下のような計算をして判定している。 

人口密度の高いＳ区（面積 497.0ha、戸数 4,830 戸）の汚水処理施設を「集合処理」と「個別処理」で整

備することを想定し、策定マニュアルに示された手法に従って経済比較を行った。その結果を図 1 に示す。

経済比較の概略を以下に示す。 

個別処理事業費＝建設費＋管理費 

 個別処理事業費は、浄化槽の建設費とその管理費から構成される。 

集合処理事業費＝処理場建設費＋処理場管理費＋（管路建設費＋ポンプ類の建設費＋維持管理費） 

集合処理事業費は汚水処理場の建設費とその管理費、そして管路、ポンプ場の建設費、それらの維持管理

費から構成される。ここで（   ）内の合計が管路事業費となる。 

人口が多い地域では「集合処理」と判定される傾向にあり、反対に人口が少ない地域では「個別処理」と

判断されることが、この結果から読み取れる。 

Ｓ区では、個別処理事業費>集合処理事業費 となり、集合処理の方が経済的に有利となった。個別処理

事業費では管理費が建設費より大きいことや、集合処理事業費では管路事業費の占める割合が大きいことが

分かる。 
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図１ 集合処理と判定された S区の事業費比較  

 

次に人口密度の低いＹ地区（面積 6.5ha、36 戸）についても同じ手法で経済比較を行った。その結果を図

２に示す。集合処理事業費>個別処理事業費となり個別処理の方が有利となった。  

図２ 個別処理と判定された Y地区の事業費比較 

４．結果と考察 

 結果として考えられる問題点として、人口の減少に伴い個別処理の方が今後多くなっていく事が予測され

る。特に今回私が調査した町は今後人口減少が予測されている地域であり、少子高齢化が影響する地域とな

る。よって個別処理として浄化槽の普及が大きくなる。 

 また現在実験も含め、各県で「下水道クイックプロジェクト」が推進されており、新たな整備手法を導入

することで少子高齢化や人口減少や財政状況の悪化を解消する動きをしている。これらのプロジェクトを今

回の町にも導入していくことで、将来につながっていくと考えられる。 
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